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第一部 【企業情報】 

  

第１ 【企業の概況】 

  

１ 【主要な経営指標等の推移】 
  

  

  

(注) １  当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移につ

いては記載しておりません。 

２  売上高には消費税等は含まれておりません。 

３  当社は、関連会社を有していないため、「持分法を適用した場合の投資利益」については記載しておりませ

ん。 

４  「潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額」については潜在株式が存在しないため、記載してお

りません。 

  

２ 【事業の内容】 

当第３四半期累計期間において、当社が営む事業内容について、重要な変更はありません。  

回次 
第44期 

第３四半期 
累計期間 

第45期 
第３四半期 
累計期間 

第44期 

会計期間 

自平成27年 
  ４月１日 
至平成27年 
  12月31日 

自平成28年 
  ４月１日 
至平成28年 
  12月31日 

自平成27年 
  ４月１日 
至平成28年 
  ３月31日 

売上高(千円) 4,952,141 4,821,343 6,550,512 

経常利益(千円) 156,546 146,950 342,756 

四半期(当期)純利益(千円) 81,833 86,104 200,688 

持分法を適用した場合の投資利
益(千円) 

― ― ― 

資本金(千円) 767,955 767,955 767,955 

発行済株式総数(株) 8,500,000 8,500,000 8,500,000 

純資産額(千円) 3,858,997 4,015,473 3,956,140 

総資産額(千円) 10,790,312 10,001,443 10,453,241 

１株当たり四半期(当期)純利益
金額(円) 

9.72 10.23 23.84 

潜在株式調整後１株当たり四半
期(当期)純利益金額(円) 

― ― ― 

１株当たり配当額(円) ― ― 7 

自己資本比率(％) 35.8 40.1 37.8 
 

回次 
第44期 

第３四半期 
会計期間 

第45期 
第３四半期 
会計期間 

会計期間 

自平成27年 
  10月１日 
至平成27年 
  12月31日 

自平成28年 
  10月１日 
至平成28年 
  12月31日 

１株当たり四半期純利益金額
(円) 

0.50 4.37 
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第２ 【事業の状況】 

  

１ 【事業等のリスク】 

当第３四半期累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。 

  また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。  

  

２ 【経営上の重要な契約等】 

当第３四半期会計期間について、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。  

  

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。 

  

(1）業績の状況 

当第３四半期累計期間における日本経済は緩やかな回復過程にあり、内外需要の持ち直しや在庫調整の進展を受

けて、鉱工業生産が増加しており、個人消費も雇用者数の増加や堅調な所得情勢を背景に改善しつつあります。但

し、既往の円高や新興国経済の減速による企業収益の悪化を受けて、設備投資の鈍化傾向が続いております。 

このような経営環境のもとで、当社の「一貫パレチゼーション」の主要顧客である石油化学樹脂関連企業向けレ

ンタルは、顧客側の生産調整や在庫削減等の影響を受けて取引数量が減少しました。また、一般ユーザーも減産等

の要因によりレンタル需要が伸び悩みました。この結果、販売売上高、利用運送収入は前年同四半期の取引額を上

回りましたが、当第３四半期累計期間の売上高総額は48億21百万円（前年同四半期比2.6％減）となりました。 

費用面につきましては、パレットの新造投資を抑制するとともに、現有資産の有効活用、運用面の効率化等によ

るコスト削減に努めた結果、当第３四半期累計期間の営業費用は47億53百万円（前年同四半期比2.6％減）となり

ました。 

この結果、営業利益は68百万円（前年同四半期比3.4％減）、経常利益は１億46百万円（前年同四半期比6.1％

減）、四半期純利益は86百万円（前年同四半期比5.2％増）となりました。 

  

(2）財政状態の分析 

（流動資産） 

当第３四半期会計期間末における流動資産の残高は、前事業年度末に比べ１億43百万円減少し、15億19百万円と

なりました。 

これは現金及び預金の減少が主な要因であります。  

  

（固定資産） 

当第３四半期会計期間末における固定資産の残高は、前事業年度末に比べ３億８百万円減少し、84億82百万円と

なりました。 

これは貸与資産及び無形固定資産の減少が主な要因であります。 

  

（流動負債） 

当第３四半期会計期間末における流動負債の残高は、前事業年度末に比べ13百万円減少し、34億37百万円となり

ました。 

 これは買掛金は増加したものの、１年内返済予定の長期借入金及び未払法人税等の減少が主な要因であります。

  

（固定負債） 

当第３四半期会計期間末における固定負債の残高は、前事業年度末に比べ４億97百万円減少し、25億48百万円と

なりました。 

これは長期借入金及びリース債務の減少が主な要因であります。  
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（純資産） 

当第３四半期会計期間末における純資産の残高は、前事業年度末に比べ59百万円増加し、40億15百万円となりま

した。 

これは配当による支出はあったものの、四半期純利益が計上されたことによります。  

  

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題 

当第３四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。 

  

(4) 研究開発活動 

該当事項はありません。 
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第３ 【提出会社の状況】 

  

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

  

② 【発行済株式】 

  

  

(2) 【新株予約権等の状況】 

該当事項はありません。 

  

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】 

該当事項はありません。 

  

(4) 【ライツプランの内容】 

該当事項はありません。 

  

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 

  

  

種類 発行可能株式総数(株) 

普通株式 30,000,000 

計 30,000,000 
 

種類 
第３四半期会計期間 
末現在発行数(株) 
(平成28年12月31日) 

提出日現在 
発行数(株) 

(平成29年２月10日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名 

内容 

普通株式 8,500,000 8,500,000 
東京証券取引所 
ＪＡＳＤＡＱ 

（スタンダード） 

単元株式数 
1,000株 

計 8,500,000 8,500,000 ― ― 
 

年月日 
発行済株式 
総数増減数 

(株) 

発行済株式 
総数残高 
(株) 

資本金増減額
(千円) 

資本金残高 
(千円) 

資本準備金 
増減額 
(千円) 

資本準備金 
残高 
(千円) 

平成28年10月１日～ 
平成28年12月31日 

― 8,500,000 ― 767,955 ― 486,455 
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(6) 【大株主の状況】 

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。  

  

(7) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

  

② 【自己株式等】 

  

２ 【役員の状況】 

該当事項はありません。 

  

 

      平成28年12月31日現在 

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ― 

議決権制限株式(その他) ― ― ― 

完全議決権株式（自己株式等） 
普通株式 

83,000 
― ― 

完全議決権株式(その他) 
普通株式 

8,409,000 
8,409 ― 

単元未満株式 
普通株式 

8,000 
― ― 

発行済株式総数 8,500,000 ― ― 

総株主の議決権 ― 8,409 ― 
 

    平成28年12月31日現在 

所有者の氏名又は名称 所有者の住所 
自己名義 
所有株式数 

(株) 

他人名義 
所有株式数 

(株) 

所有株式数 
の合計 
(株) 

発行済株式 
総数に対する
所有株式数 
の割合(％) 

日本パレットプール株式会
社 

大阪市北区芝田２丁目８番
11号 

83,000 ― 83,000 0.98 

計 ― 83,000 ― 83,000 0.98 
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第４ 【経理の状況】 

  

１．四半期財務諸表の作成方法について 

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63

号。以下「四半期財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。  

  

２．監査証明について 

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期会計期間(平成28年10月１日から平成28年

12月31日まで)及び第３四半期累計期間(平成28年４月１日から平成28年12月31日まで)に係る四半期財務諸表につい

て、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。  

  

３．四半期連結財務諸表について 

当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。  
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（２）【四半期損益計算書】 

【第３四半期累計期間】 

                      (単位：千円) 

                    前第３四半期累計期間 
(自 平成27年４月１日 
 至 平成27年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成28年４月１日 
 至 平成28年12月31日) 

売上高 4,952,141 4,821,343 

売上原価 4,212,142 4,070,017 

売上総利益 739,999 751,326 

割賦販売未実現利益繰入額 5,356 12,278 

割賦販売未実現利益戻入額 2,285 3,809 

差引売上総利益 736,928 742,857 

販売費及び一般管理費 666,456 674,755 

営業利益 70,471 68,101 

営業外収益     

  受取利息 29 25 

  受取配当金 4,754 4,063 

  紛失補償金 85,131 64,041 

  廃棄物処分収入 40,614 41,458 

  その他 1,493 5,762 

  営業外収益合計 132,022 115,351 

営業外費用     

  支払利息 45,947 36,502 

  営業外費用合計 45,947 36,502 

経常利益 156,546 146,950 

特別利益     

  固定資産売却益 642 ― 

  特別利益合計 642 ― 

特別損失     

  固定資産除却損 7,829 ― 

  特別損失合計 7,829 ― 

税引前四半期純利益 149,359 146,950 

法人税、住民税及び事業税 60,802 40,090 

法人税等調整額 6,723 20,755 

法人税等合計 67,525 60,845 

四半期純利益 81,833 86,104 
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【注記事項】 

(継続企業の前提に関する事項) 

該当事項はありません。 

  

(会計方針の変更等) 

  

(追加情報) 

  

（四半期貸借対照表関係） 

※１ 四半期会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。なお、当第３

四半期会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期会計期間末日満期手形が、四半期会計期間末残

高に含まれております。 

  

  

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係） 

当第３四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期累計期

間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。 

  

  

  

当第３四半期累計期間 
(自  平成28年４月１日  至  平成28年12月31日) 

(会計方針の変更) 

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対

応報告第32号 平成28年６月17日）を第１四半期会計期間に適用し、平成28年４月１日以後に取得した構築物に

係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。 

この結果、当第３四半期累計期間において、四半期財務諸表への影響額は軽微であります。 
 

当第３四半期累計期間 
(自  平成28年４月１日  至  平成28年12月31日) 

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日）を第１

四半期会計期間から適用しております。 
 

前事業年度 
(平成28年３月31日) 

当第３四半期会計期間 
(平成28年12月31日) 

受取手形  ―千円
 

  1,521千円
 

前第３四半期累計期間 
(自  平成27年４月１日 
至  平成27年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自  平成28年４月１日 
至  平成28年12月31日) 

減価償却費 1,949,050千円
 

  1,856,612千円
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（株主資本等関係） 

前第３四半期累計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27年12月31日) 

１．配当金支払額 

  

  

２．基準日が当第３四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期会計期間の末日後となる

もの 

   該当事項はありません。 

  

当第３四半期累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年12月31日) 

１．配当金支払額 

  

  

２．基準日が当第３四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期会計期間の末日後となる

もの 

   該当事項はありません。 

  

（金融商品関係） 

四半期財務諸表等規則第10条の２の規定に基づき、注記を省略しております。 

  

（有価証券関係） 

四半期財務諸表等規則第10条の２の規定に基づき、注記を省略しております。 

  

（デリバティブ取引関係） 

該当事項はありません。 

  

（持分法損益等） 

該当事項はありません。 

  

（企業結合等関係） 

該当事項はありません。 

  

（セグメント情報等） 

【セグメント情報】 

前第３四半期累計期間(自  平成27年４月１日  至  平成27年12月31日) 

当社は、パレットレンタル事業を主たる業務としております。販売及びその他収入(利用運送事業に伴う収

入)については、レンタル事業に付随して行われているのみであり、不可分の販売形態の単一セグメントであ

り、記載を省略しております。  

  

当第３四半期累計期間(自  平成28年４月１日  至  平成28年12月31日) 

当社は、パレットレンタル事業を主たる業務としております。販売及びその他収入(利用運送事業に伴う収

入)については、レンタル事業に付随して行われているのみであり、不可分の販売形態の単一セグメントであ

り、記載を省略しております。  

 

決議 株式の種類 
配当金の総額

(千円) 
１株当たり 
配当額(円) 

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成27年６月25日 
定時株主総会 

普通株式 58,915 7 平成27年３月31日 平成27年６月26日 利益剰余金 
 

決議 株式の種類 
配当金の総額

(千円) 
１株当たり 
配当額(円) 

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成28年６月24日 
定時株主総会 

普通株式 58,915 7 平成28年３月31日 平成28年６月27日 利益剰余金 
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（１株当たり情報） 

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

(注) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

  

（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 

  

２ 【その他】 

該当事項はありません。 

  

 

  
前第３四半期累計期間 

(自  平成27年４月１日 
至  平成27年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自  平成28年４月１日 
至  平成28年12月31日) 

１株当たり四半期純利益金額 9円72銭 10円23銭 

（算定上の基礎）     

 四半期純利益金額(千円) 81,833 86,104 

 普通株主に帰属しない金額(千円) ― ― 

 普通株式に係る四半期純利益金額(千円) 81,833 86,104 

 普通株式の期中平均株式数(千株) 8,416 8,416 
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】 

  

該当事項はありません。 
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独立監査人の四半期レビュー報告書  
  

平成29年２月８日

日本パレットプール株式会社 

取締役会  御中 

  

  

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている日本パレットプ

ール株式会社の平成28年４月１日から平成29年３月31日までの第45期事業年度の第３四半期会計期間(平成28年10月１日

から平成28年12月31日まで)及び第３四半期累計期間(平成28年４月１日から平成28年12月31日まで)に係る四半期財務諸

表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。 

  

四半期財務諸表に対する経営者の責任 

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表

を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適

正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 

  

監査人の責任 

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結

論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。 

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。 

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。 

  

監査人の結論 

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、日本パレットプール株式会社の平成28年12月31日現在の財政状態及び同日

をもって終了する第３四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点におい

て認められなかった。 

  

利害関係 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

有限責任監査法人  トーマツ 
 

指定有限責任社員 
業務執行社員 

  公認会計士    辻    内      章      ㊞  
 

指定有限責任社員 
業務執行社員 

  公認会計士    生    越    栄 美 子    ㊞  
 

  

(注) １．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。 

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。 
 



【表紙】   

【提出書類】 確認書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の８第１項 

【提出先】 近畿財務局長 

【提出日】 平成29年２月10日 

【会社名】 日本パレットプール株式会社 

【英訳名】 NIPPON PALLET POOL CO.,LTD. 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 有 田 栄 一 

【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。 

【本店の所在の場所】 大阪市北区芝田二丁目８番11号 

【縦覧に供する場所】  日本パレットプール株式会社 関東支店 

（東京都港区新橋三丁目11番８号） 

日本パレットプール株式会社 埼玉支店 

（埼玉県深谷市長在家2720番地１号） 

日本パレットプール株式会社 中部支店 

（名古屋市中村区竹橋町14番２号） 

株式会社東京証券取引所 

（東京都中央区日本橋兜町２番１号） 

  
 



１ 【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】 

当社代表取締役社長有田栄一は、当社の第45期第３四半期（自  平成28年10月１日  至  平成28年12月31日）の四

半期報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いたしました。 

  

２ 【特記事項】 

特記すべき事項はありません。 
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